
 

ニュースレポート 

令和８年３月 18日 

 

報 道 機 関  各 位 

市長公室危機管理担当  

 

 

タイトル  ～やさしさと笑顔で走る兵庫の道～  

春の全国交通安全運動が始まります。   

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

春の全国交通安全運動の実施について 

 

日  時 

 

令和８年４月６日（月）から４月 15日（水）まで 

 

場所・住所 

 

市内一円 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

１ 趣 旨 

春の全国交通安全運動が４月６日（月）から４月15日（水）までの間実施されます。 

期間中は、広報啓発活動や交通指導員による立ち番の強化を行い、交通事故防止の 

徹底を図ります。 

 

２ その他（添付資料）   

・令和８年度「春の全国交通安全運動」主要行事実施計画 

・啓発リーフレット「春の全国交通安全運動」 

・啓発リーフレット「改正道路交通法」 

 ※別紙のとおり 

問い合わせ先 

部課係名：市長公室危機管理担当 

担当者名：西畑 ・ 上杉 

電 話：０７９１－４３－６８６６   （内線 ２３６３） 

F A X：０７９１－４３－６８９２ 

〇添付資料（有・無） ○ホームページへの掲載（有・無） 〇議会報告（有・無） 

AKO CITY 

赤穂市 



行　事　名 日　　時 場　　所 主　　催

交通安全運動
街頭キャンペーン

4/6（月）
10：00～11：00

イオン赤穂店
警察・市
・安全協会

街頭キャンペーン
4/10（金）
10：00～11：00

主婦の店赤穂店
警察・市
・安全協会

街頭キャンペーン
4/13（月）
10：30～11：00

主婦の店塩屋店
警察・市
・安全協会

令和８年度「春の全国交通安全運動」主要行事実施計画

内　　　　　容

来店者に対してチラシやグッズを配布し、交通安全
意識の高揚を図る

来店客等に対して交通安全指導を実施し、自転車交通
ルールの周知を行う。
（交通事故死ゼロを目指す日）

来店客等に対して交通安全指導を実施
（自転車交通ルール周知）







自転車関係事故の構成比や自転車の違反による検挙件数が増加し、取締りに実効性や合理化が求められる中、
交通反則通告制度の導入により、比較的軽微な違反については、迅速かつ円滑に処理されることになります。

携帯電話の使用等（保持）

反則金１２ ，０００円

反則金７ ，０００円

遮断踏切立入り

信号無視
（赤色等）

通行区分違反
（車道の右側通行、歩道通行等）

反則金６ ，０００円

一時不停止 無灯火

イヤホンの使用※

反則金５ ，０００円

※ 必要な音が聞こえないなどの場合

並 進

二人乗り

反則金３ ，０００円

兵庫県警察本部 交通部 交通企画課



ご存じですか？
自転車の歩道通行ルール

2026年４月１日から青切符による自転車の取締りが始まります！

「普通自転車歩道通行可」
の道路標識・道路標示

歩道を通行する時のルール（原則）

自転車は車道通行が原則ですが、次のような道路標識・道路標示がある歩道は、普通自転車
で通行することができます。

70歳以上の方

13歳未満の方

一定の身体障害を
有する方

このような方が運転するとき やむを得ないと認められるとき

兵庫県警察本部 交通部 交通企画課

道路工事や連続した駐車車両等のため
車道の左側を通行することが難しいとき

著しく自動車の交通量が多い、
車道の幅が狭いなど、

通行すると事故の危険があるとき

また、道路標識・道路標示がない歩道でも、次のようなときは、普通自転車で通行すること
ができます。

この標識標示がある歩道は、

例外的に自転車で通ることが

できます。

ただし、どんな走り方でも

いいわけではありません。

上記①～④に違反した場合 ※ 2026年４月１日から

①, ②： 通行区分違反（反則金 6,000円）

③, ④： 歩道徐行等義務違反（反則金 3,000円）

① 通行できるのは普通自転車だけ
車体の大きさが長さ190cm、幅60cmを超えない

などの一定の基準を満たすもの

※タンデム自転車や牽引自転車等はダメ

② 車道寄りを通行
歩道の中央から車道寄りの部分を通行してください

③ 通行する速度は徐行
徐行とは、すぐに止まれる速度のことです

④ 歩行者を優先
歩行者の通行を妨げそうなときは、必ず「一時停止」

してください ※ベルを鳴らして避けてもらうのはダメ


